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☆ドイツにおける特許権行使のトレンド（５）
　−均等論の動向− …………………………… ⑴

　ドイツの裁判所では特許権侵害訴訟が年間1000件
以上提起され、欧州全体における新受件数の半数以
上を占める。ドイツの特許権侵害訴訟では係争特許
の無効を求めることができず、その無効判断は欧州
特許庁や連邦特許裁判所等に委ねられているのが大
きな要因であろう。侵害訴訟の審理がその分早く進
み、特許権者にとって使い勝手のよい制度となって
いる。

　かかる特許訴訟制度は、近年、侵害訴訟と各無効
手続の審理期間に開きが生じていることから、特
許法改正による両手続の調整を迫られている。ただ、
侵害裁判所には調査官制度がなく、鑑定による証拠
調べをほとんど行わないのにもかかわらず、制度的
な変更は予定されていない。侵害裁判所は長年にわ
たって蓄積されてきた判例の規範を踏襲し、デュッ
セルドルフ地方裁判所をはじめ主要の侵害裁判所で
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